
老人デイサービス 春輝苑 (通所介護) 利用料金表 

令和３年８月１日現在 

１．１日あたりの利用料金【通常規模型７時間以上８時間未満】 

要介護度 

（ ）単位数 

要介護１ 

（６５５）単位数 

要介護２ 

（７７３）単位数 

要介護３ 

（８９６）単位数 

要介護４ 

（１,０１８）単位数 

要介護５ 

（１,１４２）単位数 

加算 

 

加算   ６２単位 ※詳細は加算一覧のとおり 

上記加算は「入浴介助加算・サービス提供体制(Ⅰ)」 

自己負担分(1割) ７３７円 ８５８円 ９８５円 １,１１０円 １,２３７円 

自己負担分(２割) １,４７３円 １,７１５円 １,９６８円 ２,２１８円 ２,４７３円 

自己負担分(３割) ２,２０９円 ２,５７３円 ２,９５２円 ３,３２８円 ３,７１０円 

※介護職員処遇改善加算Ⅰ（総単位数に５９／１０００を乗じた単位数を算定） 

※介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ（総単位数に１２／１０００を乗じた単位数を算定） 

※介護給付費及び体制加算等は、川口市の地域単価(１０．２７)を上乗せした単価です。 

上記、介護職員処遇改善加算Ⅰ・特定処遇改善加算Ⅰには、地域単価 10.27 は利用料金には含まれていませ

ん。月ごとの集計を国保連への請求と振り分ける関係から１日あたりの単価は１円単位で変動する場合があ

ります。 

※新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、令和３年９月末までの間、基本報酬に

0.1％上乗せし算定させていただきます。 

 

２．加算一覧「※施設利用料金に含まれる加算については下記一覧のとおりです。」 

加算項目 内容 単位数 

入浴介助加算Ⅰ 入浴介助をした場合（１日あたり） ４０ 

サービス提供体制加算(Ⅰ) 介護福祉士７０％以上もしくは勤続１０年以上介護福祉士２５％以上である場合 ２２ 

科学的介護推進体制加算 厚生労働省へのデータ提出した場合(１月につき) ４０ 

介護職員処遇改善加算Ⅰ 総単位×５９／１０００（１月につき） 

介護職員等特定処遇改善

加算Ⅰ 

総単位×１２／１０００（１月につき） 

（該当した場合） 

サービス提供体制加算(Ⅱ) 介護福祉士５０％以上 １８ 

サービス提供体制加算(Ⅲ) 介護福祉士４０％以上もしくは勤続７年以上３０以上 ６ 

若年性認知症受入加算 若年性認知症の利用者に個別の担当を決めて受入した場合 ６０ 

栄養スクリーニング加算 ６月に１回を限度、栄養スクリーニングを行い介護支援専門員に情報提供をした場合 ５ 

送迎を行わない場合 －４７ 

送迎時における居宅内介

助の評価 

送迎時に居宅内介助等を通所介護サービスの所要時間に含める 

※加算等につきましては該当する場合はお知らせいたします。 

 

３．食費・教養娯楽費、その他料金 

食費・・・・・・・1 日あたり      ６００円 

教養娯楽費・・・・1 日あたり       ５０円 

※食費、教養娯楽費については従来どおりの料金となります。 


